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【誤訳訂正書】
【提出日】平成30年11月29日(2018.11.29)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリエステル成分と非ポリエステル成分とを含み、前記非ポリエステル成分が羊毛であ
るポリエステル混紡から構成される物品からポリエステル成分及び、非ポリエステル成分
の生成物を回収するプロセスであって、濃度範囲３～５％（ｗ／ｖ）かつｐＨ範囲７～１
４の一種類以上のアルカリである一つ以上の加水分解剤を使用して、温度範囲９０～１６
０℃、処理時間範囲１０～９０分、圧力範囲５～２５ｐｓｉで前記物品を加水分解し、そ
の後、洗浄を行って前記アルカリ及び前記非ポリエステル成分の生成物を除去し、乾燥を
行って前記ポリエステル成分を回収することを特徴とするプロセス。
【請求項２】
　請求項１で請求されるプロセスであって、ここに、前記の物品の前記の加水分解手順に
は前記の物品のシュレッド前処理を含む。
【請求項３】
　請求項１で請求されるプロセスであって、ここに、前記の物品の前記の加水分解手順が
オートクレーブを使用するものである。
【請求項４】
　請求項１で請求されるプロセスであって、ここに、前記アルカリが、水酸化ナトリウム
、炭酸ナトリウム、水酸化カルシウム、炭酸カルシウムから選択される一種類以上である
。
【請求項５】
　請求項１で請求されるプロセスであって、ここに、リパーゼとプロテアーゼから構成さ
れる群から選択される一種類以上の酵素による加水分解手順を経た後、物品を醸成してポ
リエステル成分と非ポリエステル成分をさらに分離して回収する。
【請求項６】
　請求項５で請求されるプロセスであって、ここに、前記の醸成手順は、強度範囲８０～
１２０ｍＭ、ｐＨ範囲６．０～８．０の緩衝剤を投入して、処理時間範囲１５～４８時間
、温度範囲４０～６０℃で行い、前記の緩衝剤はリン酸ナトリウムである。
【請求項７】
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　請求項５で請求されるプロセスであって、ここに、醸成手順は回転速度１５０～２５０
ｒｐｍの範囲による攪拌である。
【請求項８】
　請求項５で請求されるプロセスであって、ここに、前記の酵素はリパーゼとプロテアー
ゼの混合物であって、その濃度範囲は１～１０ｇ／Ｌである。
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